
2022/2/16

1

地域密着型特定施設

令和３年度
地域密着型サービス事業所集団指導

サービス別資料

1

沖縄市健康福祉部介護保険課 管理係

2

本資料では、令和3年度報酬改定の要点を

ご説明しております。各項目の詳細につき
ましては、条例や告示、その他国の通知等
をご確認くださいますようお願いします。
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令和３年度介護報酬改定の要点

１．運営基準

２．報酬関係

3

①災害への地域と連携した対応の強化

4

１．運営基準
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①災害への地域と連携した対応の強化

災害への対応においては、地域との連携が不可欠で
あることを踏まえ、非常災害対策に係る避難等訓練の
実施に当たり、地域住民の参加が得られるよう連携に
努めなければならないこととする。

5

避難場所

赤本Ｐ764～
社保審資料Ｐ5

沖縄市基準条例第５９条の１５
（非常災害対策）

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、非常
災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関へ
の通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に
周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を
行わなければならない。

２指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項
に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得ら
れるよう連携に努めなければならない。

6
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２．報酬関係

①認知症専門ケア加算の見直し

②看取りへの対応の充実

③生活機能向上連携加算の見直し

④個別機能訓練加算の見直し

⑤口腔機能向上の取組の充実

⑥ADL維持等加算（新設）

⑦入居継続支援加算の見直し

⑧テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化
の推進

7

①認知症専門ケア加算の見直し

8

青本Ｐ746
社保審資料Ｐ9

認知症加算の専門研修（※1）

・ 認知症介護指導者養成研修

・ 認知症介護実践リーダー研修

・ 認知症介護実践者研修

認知症専門ケア加算（Ⅰ）の専門研修

・ 認知症介護実践リーダー研修

認知症専門ケア加算（Ⅱ）の専門研修

・ 認知症介護指導者養成研修

専門性の高い看護師（※２）

・ 日本看護協会認定看護師教育課程
「認知症看護」の研修

・ 日本看護協会が認定している看護系
大学院の「老人看護」及び「精神看護」の
専門看護師教育課程

・ 日本精神科看護協会が認定している
「精神科認定看護師」

認知症ケアに関する専門研修（※１）を修了した者の配置について認知症ケ
アに関する専門性の高い看護師（※２）を、加算の配置要件の対象に加える。

追加
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※参考

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.4)

○認知症専門ケア加算 問29～35

9

Ｑ＆Ａ

②看取りへの対応の充実

10

看取り介護加算

旧 新

加算Ⅰ

加算Ⅱ

青本Ｐ743～
社保審資料Ｐ18・14

死亡日30日前～4日前 144単位／日
死亡日前々日、前日 680単位／日
死亡日 1,280単位／日

併
算
定
不
可

死亡日45日前～31日前 72単位／日
死亡日30日前～4日前 144単位／日
死亡日前々日、前日 680単位／日
死亡日 1,280単位／日

死亡日45日前～31日前 572単位／日
死亡日30日前～4日前 644単位／日
死亡日前々日、前日 1,180単位／日
死亡日 1,780単位／日

新設

看取り期において夜勤又は宿直により
看護職員を配置している場合。夜間看
護体制加算を算定していること。



2022/2/16

6
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「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関す
るガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197665.html
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※参考

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.3)

○看取り介護加算(Ⅱ) 問86

13

Ｑ＆Ａ

③生活機能向上連携加算の見直し

14

生活機能向
上連携加算

旧

新

加算Ⅰ

加算Ⅱ

青本Ｐ732～
社保審資料Ｐ79・80

200単位/月

（個別機能訓練加算を
算定している場合は

100単位）

100単位/月

（個別機能訓練加算を
算定している場合は算

定しない）

200単位/月

（個別機能訓練加算を
算定している場合は

100単位）

併
算
定
不
可

ＩＣＴの活用等により、外部のリハビリテー
ション専門職等が当該サービス事業所を訪
問せずに、利用者の状態を適切に把握し助
言した場合について評価する区分を新たに
設ける（※3月に1回を限度）。
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④個別機能訓練加算の見直し

15

個別機能
訓練加算

旧 新

加算Ⅰ

加算Ⅱ

青本Ｐ735～
社保審資料Ｐ81
資料3Ｐ31～
資料4Ｐ6

12単位/日

12単位/日

20単位/日 ＬＩＦＥ

併
算
定
可

より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供を
促進する観点から、CHASEへのデータ提出とフィードバックの
活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図る
ことを評価する新たな区分を設ける。

※参考

16

Ｑ＆Ａ

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（vol.3)  問19

（vol.5)  問4
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⑤口腔機能向上の取組の充実

17

栄養スクリー
ニング加算

旧 新

口腔・栄養スク
リーニング加算

20単位/回

青本Ｐ741～
社保審資料Ｐ89
資料3Ｐ46～

5単位/回

介護職員等が実施可能な口腔スクリーニ
ングを評価する加算を創設し、栄養スク
リーニング加算による取組・評価と一体的
に行う。

※参考

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.3)

○口腔・栄養スクリーニング加算 問20

18

Ｑ＆Ａ
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⑥ＡＤＬ維持等加算（新設）

19

なし

旧 新

ＡＤＬ維持等
加算Ⅰ

30単位/月

青本Ｐ736～
社保審資料Ｐ96・97
資料4Ｐ6～

ＡＤＬ維持等
加算Ⅱ

60単位/月

ＬＩＦＥ

ＬＩＦＥ

併
算
定
不
可

地域密着型特定施設を対象に加える。

20

社保審資料より抜粋
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※参考

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（vol.3) 問19・問34～43

（vol.5) 問5

（vol.6) 問3

（vol.9) 問1

21

Ｑ＆Ａ

⑦入居継続支援加算の見直し

22

入居継続
支援加算

旧 新

加算Ⅰ

加算Ⅱ

青本Ｐ730～
社保審資料Ｐ113

36単位/日

36単位/日

22単位/日

併
算
定
不
可

「たんの吸引等を必要とする者の割合が
利用者の15％以上」の場合の評価に加え
て、「５％以上15％未満」の場合に評価す
る新たな区分を設ける。
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23

社保審資料より抜粋

※参考

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

○入居継続支援加算（ｖol.1） 問25

（vol.3) 問82・85

24

Ｑ＆Ａ
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入居継続支援加算について、テクノロジーを活用した複数
の機器（見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支
援機器）を活用し、利用者に対するケアのアセスメント評価
や人員体制の見直しをPDCAサイクルによって継続して行う
場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件を緩和する。
（現行６：１を７：１とする。）

25

⑧テクノロジーの活用によるサービスの質の向
上や業務効率化の推進（入居継続支援加算）

介
護
福
祉
士

介
護
福
祉
士

青本Ｐ730～
社保審資料Ｐ119

複数のテクノロ
ジー機器の活用

26

社保審資料より抜粋
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※参考

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.3)

○介護機器を使用した業務効率化 問81

27

Ｑ＆Ａ


